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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年８月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成３１年３月２３日 ２０時００分ごろ 

発生場所 千葉県木更津港 

 木更津港防波堤西灯台から真方位０９０°１.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°２２.６′ 東経１３９°５３.４′） 

事故の概要  遊漁船第五雄士
ゆ う じ

丸は、北進中、防波堤に衝突した。 

 第五雄士丸は、釣り客１人が負傷し、船首部外板の亀裂等を生じ

た。 

事故調査の経過  令和元年５月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

遊漁船 第五雄士丸、２.６トン 

２３２－４１７５１千葉、個人所有 

 ８.９９ｍ（Lr）×２.３４ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１６５.５kＷ、昭和６０年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８４歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６３年９月２６日 

    免許証交付日 平成３０年５月１７日 

           （令和５年１１月２７日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（釣り客Ａ） 

 損傷 船首部外板に亀裂、船首部木製係留柱に折損、防舷材、錨及び錨用台

座に破損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  本船は、船体中央部に操舵室を配置し、船体前部の各舷に長椅子１

脚ずつを設置した遊漁船で、船長が１人で乗り組み、釣り客３人（以

下「釣り客Ａ」、「釣り客Ｂ」、「釣り客Ｃ」という。）を乗せ、遊漁を

行う目的で、平成３１年３月２３日１７時００分ごろ木更津港に所在

する富士見大橋南方約４００ｍ付近の護岸（以下「本件護岸」とい

う。）を出発した。 

本船は、船長が操舵室の操縦席に腰を掛けて操縦に当たり、釣り客
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Ａ及び釣り客Ｂが船体前部左舷側で左舷方を向いて長椅子に腰を掛

け、釣り客Ｃが船体前部右舷側で右舷方を向いて長椅子に腰を掛け、

木更津港港内で移動と遊漁を繰り返した。 

本船は、製鐵所東岸壁付近の釣り場に至って遊漁を行った後、木更

津港防波堤（以下「本件防波堤」という。）南側の釣り場（以下「本

件釣り場」という。）に移動する目的で、１９時５７分ごろ同東岸壁

付近の釣り場を出発し、船首を本件防波堤に向け、約８ノットの対地

速力で手動操舵により北進を始めた。 

 本船は、木更津港内第３号灯浮標を右舷側に見て通過した後、船長

が、右転して船首を本件釣り場に向ける目的で右舷方の様子を確認し

ていた時、釣り客Ｂが船長に向かって大声をあげたので船首方に視線

を移したところ、至近に本件防波堤を認め、急いで機関を全速力後進

としたものの、２０時００分ごろ船首部が本件防波堤に衝突した。 

本船は、衝突の衝撃により、釣り客Ｃが長椅子からずり落ちて左腕

を床に打ち付け、釣り客Ａが、長椅子から転げ落ちそうになり、とっ

さに右手を長椅子について体を支えた。 

船長は、釣り客３人の負傷状況を確認し、釣り客Ｂが負傷しておら

ず、釣り客Ａが首及び右手首に痛みを、釣り客Ｃが左腕に痛みをそれ

ぞれ訴えているものの、釣り客Ａ及び釣り客Ｃの言動から治療を要す

る負傷ではないと判断した。 

本船は、船長が損傷状況を確認したところ、浸水が認められなかっ

たので、自力で航行して本件護岸に帰った。 

釣り客Ａは、２４日、木更津市内の病院に行って診察を受け、頸椎

捻挫、腰部打撲傷、右手関節打撲傷と診断された後、海上保安庁に本

事故の発生を通報した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 修理後の本船及び本事故発

生時の釣り客の状況、写真２ 船首部損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長は、約４０年前から遊漁船に船長として乗り組み、１か月に１

５回程度木更津港港内で釣り客に遊漁を行わせていたので、本事故発

生場所付近を熟知しており、本船の位置を経験と感覚で主観的に判断

することに自信を持っていた。 

本船は、レーダーを装備しておらず、ＧＰＳプロッターを装備して

いた。 

船長は、ふだんから、夜間、木更津港港内の防波堤付近を航行する

際、周囲が暗くて防波堤が至近となるまで同防波堤を目視できないこ

とを承知していたものの、本船の位置を経験と感覚で主観的に判断す

ることに自信があったので、ＧＰＳプロッターで本船の位置を確認し

なくても航行できると思い、ＧＰＳプロッターを使用していなかっ

た。 

本船は、本事故発生当時、船長が、本件釣り場に向けて右転する時
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機を経験と感覚で主観的に判断すれば無難に航行できると思い、直進

を続けていた。 

船長、釣り客Ａ、釣り客Ｂ及び釣り客Ｃは、救命胴衣を着用してい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、木更津港港内において、本件防波堤に向かって北進中、船

長が、本件釣り場に向けて右転する時機を経験と感覚で主観的に判断

すれば無難に航行できると思い、ＧＰＳプロッターを使用しないまま

直進を続けたことから、本件防波堤至近に達したことに気付くのが遅

れ、本件防波堤に衝突したものと考えられる。 

船長は、本船の位置を経験と感覚で主観的に判断することに自信が

あったことから、ＧＰＳプロッターを使用した客観的な判断ではな

く、主観的な判断のみを信じ、本件防波堤に向けて直進したものと考

えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が木更津港港内において本件防波堤に向かっ

て北進中、船長が、本件釣り場に向けて右転する時機を経験と感覚で

主観的に判断すれば無難に航行できると思い、ＧＰＳプロッターを使

用しないまま直進を続けたため、本件防波堤至近に達したことに気付

くのが遅れ、本件防波堤に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船舶操縦者は、慣れた海域であっても夜間航行する場合には、自

船の位置を経験と感覚で主観的に判断するだけでなく、ＧＰＳプ

ロッター等の航海計器を適宜使用して客観的に判断すること。 

 ・船長は、事故発生時、速やかに海上保安庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 修理後の本船及び本事故発生時の釣り客の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 船首部損傷状況 

 

 

 

 


